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お知らせ８月

　これまで行政相談委員を務めてこられた中村興家さんに替わって、松岡千
春さんが平成22年７月１日付けで総務大臣から行政相談委員に委嘱されまし
た。
　行政相談委員は、皆さんの相談相手として、役所（国、独立行政法人、特
殊法人など）の仕事に関する苦情や要望を受け付け、関係機関に対する通知
や助言を行っています。
　行政相談委員は、次のとおり行政相談所を開いていますので、お気軽にご
相談ください。相談は無料で、相談内容などの秘密は固く守られます。
地　区 相談委員氏名 相談日 場所

久賀地区 末満良勇

第１火曜日　
13:30 ～ 15:30 久賀総合センター

第３火曜日　
13:30 ～ 15:30 椋野出張所

大島地区 柳澤裕実 第２火曜日　
10:00 ～ 12:00 大島庁舎

東和地区 松岡千春 第３火曜日　
13:30 ～ 15:30 自然休養村管理センター

橘　地区 二宮信三 第３火曜日　
13:30 ～ 15:30 橘総合センター

※当日が祝日の場合は、開催しませんのでご了承ください。　
　また、山口行政評価事務所でも、相談を受け付けています。（電話、手紙、
ＦＡＸ、インターネットのいずれでも相談できます。）
◆総務省山口行政評価事務所
○住所　〒７５３‐００８８
　山口市中河原町６‐16　山口地方合同庁舎１号館
○電話　　０５７０‐０９０１１０　（行政苦情１１０番）
　または　０８３（９３２）１１００
○手紙　書式は自由です。
○ファックス　０８３（９２２）１５９１
○インターネット　http://www.soumu.go.jp/kanku/chugoku/yamaguchi.html

柳
井
農
林
事
務
所
森
林
部
か

ら
お
知
ら
せ

「
た
け
の
こ
」
を
生
産
し
て

み
ま
せ
ん
か

  

町
内
各
地
で
繁
茂
し
た
モ
ウ
ソ

ウ
竹
林
を
見
か
け
ま
す
が
、
竹
の

繁
茂
に
困
っ
て
い
る
方
も
多
い
と

思
い
ま
す
。
竹
は
適
切
に
管
理
す

れ
ば
、
拡
大
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き

る
だ
け
で
な
く
、
た
け
の
こ
等
の

豊
か
な
恵
み
を
も
た
ら
し
て
く
れ

ま
す
。

　

国
産
た
け
の
こ
は
全
国
的
に
不

足
し
て
お
り
、
増
産
を
求
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
周
防
大
島
産
の
た
け

の
こ
は
、
町
内
の
加
工
場
で
水
煮

に
加
工
さ
れ
、
山
口
県
下
の
学
校

給
食
用
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

た
け
の
こ
施
業
の
概
要
に
つ
い

て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

①
竹
林
の
整
備

  

親
竹
と
し
て
良
質
な
竹
を
10
ａ

当
た
り
３
０
０
本
程
度
残
し
、
残

り
は
全
て
伐
採
し
ま
す
。（
適
期
：

10
月
〜
１
月
）

②
施
肥

  

収
量
を
増
や
す
に
は
施
肥
が
必

要
で
す
。
元
肥
（
２
月
下
旬
頃
）、

お
礼
肥
（
５
月
下
旬
頃
）、夏
肥
（
８

月
中
旬
頃
）
を
行
い
ま
す
。
た
け

の
こ
の
生
産
量
は
、
施
肥
を
し
な

い
場
合
、
10
ａ
当
た
り
２
５
０
㎏

程
度
で
す
が
、
適
切
に
施
肥
を
行

え
ば
、
１
ｔ
の
収
量
を
得
る
こ
と

も
出
来
ま
す
。

③
親
竹
の
更
新

  

４
月
の
た
け
の
こ
の
収
穫
時
に

新
し
い
親
竹
を
仕
立
て
る
た
め
に

素
性
の
良
い
た
け
の
こ
を
10
ａ
当

た
り
約
60
本
残
し
、
そ
の
年
の
秋

に
古
い
竹
を
約
60
本
伐
採
し
て
、

竹
林
の
更
新
を
行
い
ま
す
。

　

モ
ウ
ソ
ウ
竹
林
を
所
有
し
て
い

る
が
、
自
分
で
施
業
で
き
な
い
方

は
、『
た
け
の
こ
生
産
竹
林
バ
ン

ク
』
制
度
も
あ
り
ま
す
の
で
ご
活

用
く
だ
さ
い
。

　

ご
不
明
な
点
は
柳
井
農
林
事
務

所
森
林
部
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

柳
井
農
林
事
務
所　

森
林
部　

☎
０
８
２
７
（
２
９
）
１
５
６
５

　

平
成
22
年
度
か
ら
26
年
度
ま
で
５
年
間
延
長

さ
れ
た
「
や
ま
ぐ
ち
森
林
づ
く
り
県
民
税
」
を

活
用
し
た
事
業
が
、
次
の
と
お
り
実
施
さ
れ
ま

す
。

　

荒
廃
し
た
ス
ギ
・
ヒ
ノ
キ
の
人
工
林
、
繁
茂

し
た
放
置
竹
林
で
お
困
り
の
方
は
、
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

　

な
お
、
事
業
対
象
の
森
林
に
は
一
定
の
基
準

が
あ
り
ま
す
の
で
、
ま
ず
は
、
左
記
問
い
合
わ

せ
先
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

○
公
益
森
林
整
備
事
業

　

長
期
間
放
置
さ
れ
荒
廃
し
て
い
る
36
年
生
以

上
の
ス
ギ
・
ヒ
ノ
キ
人
工
林
を
対
象
に
、
40
パ
ー

セ
ン
ト
以
上
の
強
度
間
伐
を
行
い
ま
す
。

○
竹
繁
茂
防
止
緊
急
対
策
事
業

　

公
共
施
設
や
住
宅
地
周
辺
な
ど
の
繁
茂
竹
林

等
を
対
象
に
、
緊
急
的
な
伐
採
を
行
い
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ　

　

岩
国
（
柳
井
）
農
林
事
務
所
森
林
部

☎
０
８
２
７
（
２
９
）
１
５
６
５

　

周
防
大
島
町　

農
林
課　

☎
０
８
２
０
（
７
９
）
１
０
０
２

「やまぐち森林づくり県民税」
を活用した森林の整備について

お気軽にご相談ください　
～行政相談所を開設しています～


